
サービス利用までの流れ 

窓口相談 

基本チェックリスト実施 

要支援１・２ 非該当 事業対象者 要介護１～５ 非該当 

地域包括支援センター（または委託を受けた居宅介護支援事業所）

によるケアプランの作成等 

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）は、65歳以上の方を対象として新潟市

が行う介護予防や生活支援のサービスです。訪問型サービス・通所型サービス等は要支援

1・2と認定された人や基本チェックリストで該当となった人（事業対象者）が利用でき、

一般介護予防事業は65歳以上の全ての人が利用できます。  

介護給付 

のサービス 

介護予防給付 

のサービス 

・訪問看護 

・訪問リハビリ 

・通所リハビリ 

・ショートステイ 

・福祉用具貸与 

など 

介護予防・生活支援サービス 

訪問型サービス 
①介護予防訪問介護相当サービス 
②訪問型基準緩和サービス 
③住民主体の訪問型生活支援 
④訪問指導 

通所型サービス 
①介護予防通所介護相当サービス 
②通所型基準緩和サービス 
③幸齢ますます元気教室 

※各サービスの内容は裏面 

一般介護予防事業 

○にいがたし元気力アッ

プ・サポーター 

○介護予防についての講

演会・教室、健康相談 

○脳の健康教室 

○住民運営の通いの場

（週１回以上開催する地

域の茶の間） 

・地域包括支援センター ・区役所健康福祉課 

・地域保健福祉センター ・居宅介護支援事業所 

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

要介護認定申請 

居宅介護支援事業所に 

よるケアプランの作成等



新潟市介護予防・日常生活支援総合事業 各サービスの内容 

名称 内容 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

介護予防訪問介護相当サービス 

従前のサービスと同じ基準・内容で実施され、有資格

者のヘルパーが食事、入浴、排せつの介助や掃除、調

理、買い物等の生活援助を行います。 

訪問型基準緩和サービス 
市が実施する研修を受けたヘルパー等が掃除、調理、

買い物等の生活援助を行います。 

住民主体の訪問型生活支援 
地域住民等のボランティアが、ゴミ出しや買い物等の

困りごとに対する支援を行います。 

訪問指導 
保健師や看護師等が訪問し、相談を受け助言すること

で、生活機能の維持・向上を図ります。 

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

介護予防通所介護相当サービス 

従前のサービスと同じ基準・内容で実施され、デイサ

ービスセンター等の施設において、機能訓練、入浴、

食事などを行います。 

通所型基準緩和サービス 
デイサービスセンター等の施設において、運動やレク

リエーション等を行います。 

幸齢ますます元気教室 

週１回３か月の短期間で「体やお口の体操」や「運動・

お口の健康・栄養についての講座」を実施し、心身機

能の維持向上を図ります。 

補足 
総合事業を開始したことで何が変わったの？ 

介護保険制度の改正により新しく「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」

が創設され、新潟市では平成29年4月から実施しています。 

従 前の訪問 介

護・通所介護は全

国同じ基準や料

金で実施されて

いました。 

総合事業は市町村

ごとに内容を決めて

実施するものです。 

そのため、上記のよ

うにサービスの種類

や料金等も市町村で

異なります。 

 ボランティア等も

含めた様々な事業主

体が多様なサービス

を提供できます。 

認知症予防教室 


